
高齢者虐待防止法・養護者支援法に基づく通報等の状況（平成１８年度） 
１ 家庭内における高齢者虐待 

○ 市町窓口の通報（届出）された件数は２１２件、「虐待」と判断した件数は１３８件となって

います。通報者は、介護支援専門員等介護関係者・行政関係者が約半数となっています。 
○ 市町では、措置等の権限も活用しながら、介護サービスの利用や訪問等の見守りなどの相談支

援を中心に対応しています。 
 
■ 通報（届出）・認定件数と通報経路 

通報 通報経路  ※重複計上 

  
（届出） 介護・行政

等 

関係者 
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民生 
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知人 
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本人 
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認定 

件数 

件数 212 105 33 26 22 8 6 5 7 138 

構成比

（％） 
 100.0 49.5 15.6 12.3 10.4 3.8 2.8 2.3 3.3   

 
■ 被虐待者の性別と虐待の内容 

被虐待者の性別 虐待の内容  ※重複計上 
  

認定 

件数 男性 女性 身体的 介護等の放棄・放任 心理的 性的 経済的 

件数 138 42 96 72 47 58 1 41 

構成比（％）  100.0 30.4 69.6 32.9 21.5 26.5 0.4 18.7 

 
■ 虐待者の続柄の状況 

  夫 妻 子（男） 子（女） 子の配偶者 その他 

件数 28 9 61 24 18 8 

構成比（％） 18.9 6.1 41.2 16.2 12.2 5.4 

注）２人以上による虐待の場合はそれぞれの続柄に計上 
 
■ 市町における対応の状況 

養護者と分離した事例 養護者と分離していない事例 

左の内訳 左の内訳 
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注）・「措置」欄の〔 〕の数値は、「面会制限」の件数の再掲 
・「分離した事例」「分離していない事例」の「実件数」欄の（ ）の数値は、それぞれの構成比 

 
 
２ 施設等における高齢者虐待（介護等従事者によるもの） 

  市町から県に報告された案件はありません。 


